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業務継続計画（ＢＣＰ）の策定について 

 

１ はじめに 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事

業等の人員、設備及び運営に関する基準において、感染症の発生及び蔓延の防止等に関する取組、業務

継続に向けた計画等の策定や研修・訓練等の実施が義務化され、計画等が策定されていない場合は、

業務継続未策定減算が適用されました。 

 

２ 業務継続に向けた感染症や災害への対応力の取組の強化【全サービス】 

  感染症や災害が発生した場合であっても、必要な障害福祉サービス等を継続的に提供できる体制を 

構築するため、業務継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から、感染症又は非常災害のいずれか 

又は両方の業務継続計画が未策定の場合、基本報酬が減算されます。 

 

３ 業務継続計画未策定減算 

（１）所定単位数の３％を減算 

※対象サービス：療養介護、施設入所支援 （施設入所支援のほか、障害者支援施設が行う各サービ 

スを含む）、共同生活援助、 宿泊型自立訓練、障害児入所施設 

 

（２）所定単位数の１％を減算 

※対象サービス：居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、 

生活介護、自立生活援助、自立訓練 （宿泊型自立訓練を除く。） 、就労移行支援、就労継続支援、就 

労定着支援、就労選択支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援、児童発達 

支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援 

 


